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縁
幾
一
の
差
押
建
民
亭
篠
訟
法
繁
”
笠
百
七
十
＝
糠
所
定
の
特
溺
盒
“
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
霞
四

（
二
）

株
券
の
差
押
ε
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
十
一
條

勝
窟
の
特
別
庭
分

署
＋
翠
青
八
臭
審
院
藝
罠
壽
墨
翻
峯
盤
塾
、
麺
蟹
轟
瓢
慧
）

　
〔
剰
決
黎
雪
）
執
達
吏
力
張
制
執
行
ノ
爲
債
務
者
所
有
ノ
株
雰
ヲ
差
押
へ
之
ヲ
占
有
中
株
舞
ヲ
褒
行
セ
ル
舎
紅
力
甕
本
滅
少
ノ
手
螢

率
ツ
テ
株
主
鵬
備
封
ツ
商
法
第
二
百
二
十
條
ノ
ニ
所
定
ノ
通
知
ヲ
爲
シ
ク
ル
場
合
脚
脚
於
テ
ハ
執
遽
吏
ハ
跳
ノ
轟
賓
ヲ
知
蜜
タ
ル
以
上
民
寝

齢
訟
法
第
五
百
七
十
一
條
所
定
ノ
特
別
威
分
ト
シ
テ
差
押
．
昌
係
ル
株
券
昌
位
商
法
第
二
百
二
十
條
ノ
三
昌
規
定
セ
ル
株
主
失
権
ノ
結
果

ヲ
防
止
ス
ル
嬬
相
常
ナ
ル
虜
置
ヲ
講
ス
ヘ
キ
モ
Z
㍗
ス
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〔
事
賀
〕
本
件
は
原
告
（
控
訴
人
，
上
告
人
）
よ
り
被
告
爾
名
（
被
擁
訴
人
可
被
上
告
人
）
に
封
す
る
損
轡
賠
償
請
求
事
件
で
あ
伽
、
原
告

の
講
求
原
因
と
す
る
と
こ
ろ
な
．
、
被
告
繍
戸
銀
行
の
前
主
た
る
株
式
會
砒
高
砂
銀
行
は
、
原
告
に
射
す
る
債
楼
に
基
く
假
差
押
決
定
に
．

依
り
、
執
趣
吏
た
る
被
告
橘
田
に
委
任
し
て
、
原
皆
が
襲
に
訴
外
吉
田
か
ら
譲
り
受
け
白
紙
委
任
瓶
と
典
に
交
付
を
受
け
所
持
し
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

た
肇
水
浩
製
糖
株
式
會
就
の
株
雰
百
二
十
株
（
額
面
五
十
圓
全
額
携
込
濟
の
も
の
六
十
株
及
薪
株
額
面
五
十
圓
十
二
圓
五
十
銭
綿
込
の

も
の
六
牽
糠
）
に
ウ
凄
銀
差
押
を
鴬
さ
し
め
、
右
橘
田
は
之
を
占
有
し
て
右
高
砂
銀
行
の
金
庫
に
保
管
し
た
。
所
が
盛
水
港
製
糖
株
式

會
甦
は
費
本
を
串
額
緯
滅
少
す
る
こ
と
と
な
り
、
其
方
法
と
し
て
從
前
の
株
式
二
株
に
封
し
て
減
費
に
因
る
新
課
式
同
額
佛
込
の
も
の

ご
舞
を
交
位
す
る
こ
と
嵩
定
め
、
昭
和
五
年
二
月
十
日
蓬
に
從
前
の
株
雰
を
會
杜
に
提
供
す
ぺ
く
提
供
し
な
い
と
株
主
の
構
利
を
炎
ふ

べ
き
旨
を
前
記
騨
秀
吉
腿
に
通
知
し
來
り
、
吉
田
は
更
に
之
を
原
苦
鷹
通
知
し
た
。
鋤
て
原
告
は
同
月
八
日
書
面
を
以
て
被
告
橘
田
に

翁
し
て
鰻
蓬
紳
艦
鎌
為
冒
二
÷
株
の
株
雰
を
嗣
會
毅
紀
提
僕
す
べ
嚢
皆
を
遜
苦
し
走
淋
、
講
入
絵
そ
⑳
手
纏
を
爲
惑
タ
敏
置
し
、
鞍
糞

濁
砂
銀
行
も
審
糠
舞
擾
盤
駕
協
方
し
な
か
つ
潅
。
之
鯉
爲
に
環
皆
は
遜
奮
葺
÷
貸
の
雑
懸
毒
麹
駿
乗
搬
し
て
韓
舞
準
・
儀
駕
麟
糠
式

翰
薦
嚢
罐
鞍
る
饗
鱒
金
二
醤
甑
÷
八
圏
五
十
四
鍵
を
取
得
し
た
に
過
ぎ
な
恥
．
然
燕
に
宕
費
本
減
か
後
難
承
灘
藥
糖
株
式
會
敵
の
橡
試

は
昂
騰
し
昭
翻
÷
一
年
寧
⑳
最
高
償
格
は
奮
株
噌
株
五
十
八
圓
八
十
鐘
新
株
一
株
＋
六
圓
五
十
鍾
に
蓬
し
た
が
ら
原
魯
が
若
し
繰
垂
権

セ
失
敵
な
か
っ
海
な
ら
蝶
二
苧
二
百
五
十
九
圓
を
取
得
し
得
べ
か
塾
し
も
の
で
あ
る
。
結
局
原
告
は
右
金
額
か
ら
前
記
喪
得
金
と
し
宅

受
け
た
二
百
五
＋
八
圓
五
＋
四
鐘
を
控
除
し
た
残
金
二
千
圓
四
＋
六
鏡
に
相
當
す
る
損
害
を
受
け
た
。
そ
も
そ
も
執
蓮
吏
た
る
鞍
沓
橘

田
は
原
告
よ
力
株
券
を
會
瀧
に
提
供
す
べ
豊
旨
の
悪
告
を
受
け
た
際
に
、
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
十
一
條
に
依
静
特
購
薦
分
と
瓢
で
炎

擢
防
止
の
爲
適
當
の
方
法
に
依
わ
株
券
を
會
枇
に
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
に
拘
ら
す
之
を
怠
つ
た
。
又
高
砂
銀
行
も
一
徳
株
雰
の
保
管

者
と
し
て
叉
一
面
債
権
者
と
し
て
右
橘
田
と
協
力
し
て
失
構
防
止
の
手
績
を
講
す
ぺ
き
義
務
が
あ
る
に
も
拘
ら
季
之
を
怠
つ
た
o
而
し

　
　
　
　
　
糠
雰
の
差
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”
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訟
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溢
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傑
所
定
の
聴
”
別
塵
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一
四
孟
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”
豚
｛
努
の
差
押
”
建
民
事
騨
訟
法
第
五
一
百
七
十
一
傑
厨
定
の
聯
”
溺
』
露
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

て
前
詑
原
告
の
損
害
は
被
告
等
こ
れ
を
の
義
務
の
塀
怠
に
因
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
被
告
等
に
於
て
賠
償
義
務
あ
ゆ
も
と
云
ふ
に

在
屡
o

　
原
審
は
「
本
件
株
雰
昌
封
ス
ル
観
差
押
ノ
執
行
昌
付
テ
ハ
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
＋
一
條
ノ
規
定
ノ
準
用
γ
ル
コ
ト
ハ
控
訴
人
斯
論

ノ
如
ク
“
一
シ
テ
該
規
定
ハ
翠
昌
債
穣
者
ノ
利
釜
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
債
務
者
英
ノ
他
ノ
關
係
人
ノ
利
釜
ヲ
モ
考
慮
シ
テ
設
ケ
ラ
レ
ク
ル
モ
ノ
ナ

ル
コ
ト
ハ
論
ヲ
倹
タ
ス
ト
錐
右
規
定
昌
吸
リ
テ
爲
ス
ヘ
キ
差
押
物
保
存
ノ
結
果
力
債
務
者
其
他
債
構
者
以
外
ノ
關
係
人
ノ
利
釜
昌
瞳
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

ル
漏
止
マ
リ
債
纈
者
ハ
之
昌
因
リ
テ
毫
モ
利
釜
ヲ
受
ケ
サ
ル
カ
如
キ
場
合
昌
於
テ
ハ
執
達
吏
ハ
該
規
定
診
依
ル
特
別
塵
分
ヲ
爲
ス
義
務

ナ
卑
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
嘗
ト
ス
是
レ
執
達
吏
ハ
本
楽
債
槍
者
ノ
委
任
昌
基
キ
執
行
ノ
任
昌
當
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
債
檬
着
ノ
利
害
昌
無
關

傑
オ
露
分
ヲ
醤
ス
マ
婁
任
ノ
範
園
ヲ
逸
貌
莞
葦
蒐
ノ
享
ラ
ス
右
ノ
華
特
別
虜
分
ノ
霧
二
費
用
ヲ
要
莞
塾
黄

撰
穣
響
奏
テ
董
豫
納
邑
ス
ヘ
キ
翠
ヲ
髭
多
窺
案
岡
漫
第
麗
璽
ギ
嚢
後
澱
）
ノ
轡
豊
饗
窒
明
蓼
ル
餅
蓄

》
ズ
本
件
昌
付
之
ヲ
見
ル
昌
前
記
塵
水
港
製
糖
株
式
愈
融
ヨ
蜜
蜜
魯
株
筑
ノ
名
義
人
タ
ル
誹
弊
吉
田
論
欝
シ
商
独
第
二
百
二
幸
條
ノ
嵩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

所
定
ノ
通
知
ヲ
爲
ウ
タ
ル
場
合
昌
於
テ
會
批
昌
鍔
ウ
本
魯
株
舞
ノ
提
僕
ア
婆
ク
ル
ト
キ
ハ
鍵
諮
ノ
株
式
ハ
鼓
．
劉
併
合
悌
一
因
リ
チ
濃
漉
ス

ヘ
ク
而
モ
差
押
物
昌
付
テ
ハ
同
法
第
二
百
二
十
條
ノ
五
ノ
如
キ
規
定
ナ
キ
ヲ
以
テ
執
達
吏
ク
ル
橘
田
力
前
記
控
訴
人
ノ
層
出
昌
基
キ
本

像
参
書
轟
饗
、
召
ト
ハ
髭
本
穰
轟
ノ
晶
物
蒲
撃
シ
発
質
．
．
シ
養
婁
タ
禽
砂
磐
ノ
墾
塾
・

ソ
ナ
レ
同
銀
行
ヲ
利
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ハ
明
瞭
ナ
ル
ヲ
以
テ
同
被
控
訴
人
ハ
右
控
訴
人
ノ
申
出
昌
慮
ス
ル
義
務
ナ
キ
噌
ノ
き
謂
ハ
サ
ル
ヘ

カ
ラ
ス
云
云
し
と
刹
示
し
て
控
訴
人
等
の
請
求
を
容
認
し
な
か
つ
た
。

　
〔
上
告
魂
由
〕
第
一
鐵
は
執
逡
吏
は
司
法
機
關
に
し
て
、
假
差
押
を
爲
し
た
場
合
に
於
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
以
て
其
の
假

差
押
物
件
を
保
存
す
べ
き
責
務
あ
る
こ
と
執
蓮
吏
職
務
細
則
第
＋
條
、
十
六
條
の
規
定
に
依
る
も
明
白
で
あ
り
又
執
達
吏
が
債
横
者
の
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委
任
に
依
つ
て
爲
す
職
務
行
露
に
付
關
係
人
に
損
害
を
生
曹
し
め
た
と
き
は
民
事
訴
訟
法
第
五
雨
三
十
二
條
に
依
り
執
逡
吏
に
於
て
第

一
に
其
の
貸
に
任
す
べ
き
こ
と
ぱ
明
瞭
で
あ
り
、
右
の
關
係
人
と
は
債
棲
者
一
、
人
の
み
を
捲
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
去
ふ
に
在
り
祠

第
二
鮎
は
、
＊
件
株
券
を
會
杜
に
提
供
し
て
假
り
に
株
式
が
併
合
せ
ら
る
る
結
果
を
招
來
し
て
も
右
株
式
は
消
滅
す
べ
壷
も
の
で
は
な

“
又
同
理
由
に
よ
甑
本
件
株
券
を
會
杜
に
提
供
す
る
も
本
件
株
雰
は
漕
滋
し
債
権
者
た
る
被
控
訴
銀
行
の
損
失
に
鰯
す
る
も
の
で
は
な

い
と
云
ふ
に
在
る
o

　
（
鵯
訣
種
由
〕
薪
建
吏
力
動
産
ノ
假
差
押
決
定
昌
蕩
タ
優
擾
春
ノ
委
任
島
依
り
債
務
者
斯
有
ノ
株
券
ヲ
差
岬
へ
之
ヲ
占
有
中
株
式
ノ

嚢
行
禽
敢
3
於
テ
其
ノ
併
合
ノ
方
法
昌
依
ル
減
費
手
綬
ヲ
賞
行
シ
株
主
轟
封
シ
商
法
第
二
百
二
＋
條
ノ
ニ
所
定
ノ
通
知
ヲ
爲
シ
從
ッ
テ

株
主
露
捲
定
摺
題
肉
鼻
株
券
ヲ
會
羅
呂
提
供
セ
サ
ル
｝
学
ハ
株
主
ノ
穰
覇
ヲ
失
フ
ヘ
キ
場
合
昌
於
デ
ハ
執
逡
吏
二
於
テ
段
ノ
事
賃
ヲ
弾

リ
諺
ル
墜
糞
事
誘
訟
蟄
馨
書
七
士
僚
一
懸
茎
舞
麹
繰
存
ノ
讐
歪
特
罰
ノ
露
分
》
婁
右
炎
馨
ヲ
防
血
発
藷
需
霊
・

虚
置
（
例
ヘ
ハ
褒
行
禽
融
ト
協
議
ノ
上
株
舞
ヲ
握
盤
爆
漸
｝
岡
時
轟
趨
之
婁
差
揮
嚢
｝
ウ
テ
奮
就
ノ
保
管
盈
付
ウ
薪
株
式
焚
行
ノ
上
ハ

　
　
　
　
　
ご

該
株
雰
ヲ
蕎
採
舞
昌
代
ヘ
テ
執
蓮
吏
慕
交
付
聖
爵
ム
ル
露
如
ッ
蓋
ウ
差
揮
ノ
敷
力
ハ
蕎
株
式
轟
鶴
ル
新
株
式
温
艮
フ
ヘ
串
毎
ノ
ナ
レ
ハ

ナ
リ
）
ヲ
講
ス
（
キ
ハ
常
然
昌
シ
テ
之
ヲ
怠
リ
タ
ル
勇
鴬
夷
纈
ノ
繕
果
ヲ
擢
キ
債
務
者
昌
撮
害
ヲ
被
ラ
シ
メ
タ
押
ト
ギ
ハ
民
事
訴
訟
法

第
五
百
三
＋
二
條
所
定
ノ
義
務
蓮
背
昌
因
ル
賠
償
ノ
費
甚
僅
筑
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ト
共
昌
差
押
債
櫻
者
昌
於
テ
モ
斯
ル
結
果
ノ
褒
生
呂
付

其
ノ
癒
失
ノ
存
ス
ル
以
上
一
般
不
滲
行
爲
ノ
責
ヲ
冤
ル
ヘ
華
鰻
ノ
轟
ア
費
翼
事
解
ス
ル
ヲ
絹
當
ト
ス
o

　
〔
批
評
〕
　
判
示
に
替
ハ
成
で
あ
る
o

　
本
問
題
の
中
心
が
、
本
件
の
如
き
場
合
に
於
て
執
達
吏
に
、
株
主
た
る
債
務
者
の
失
権
を
防
止
す
る
爲
に
適
當
な
る
虜
置
（
殊
に
差

押
に
係
る
株
雰
を
會
融
に
提
供
す
る
等
）
を
爲
す
義
務
あ
り
や
否
や
に
在
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
o
原
審
判
決
な
、
饒
蓮
の
如
く
，
差

　
　
　
　
　
橡
舞
の
差
押
蜜
民
峯
訴
訟
法
第
義
百
七
十
凶
繰
斯
定
の
特
別
實
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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嫌
雰
の
養
搾
ξ
民
亭
藤
訟
浅
第
盆
壱
七
十
一
像
所
定
の
特
別
露
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綱
四
八

押
物
傑
存
虎
分
の
結
果
が
債
務
者
其
勉
債
権
者
以
外
の
關
係
入
の
利
釜
に
鰯
す
る
に
止
ま
り
、
債
権
者
は
之
κ
因
っ
て
毫
も
利
釜
を
受

サ
ざ
る
如
き
場
合
に
於
て
は
、
執
達
吏
は
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
牽
一
條
に
依
る
特
別
虜
分
を
爲
す
義
務
な
き
も
の
と
と
解
し
、
昼
本

件
の
場
合
株
雰
を
會
杜
に
提
供
す
れ
ぱ
、
從
來
の
株
式
は
併
合
樗
翼
勃
泊
滅
す
ぺ
く
而
も
差
押
物
に
つ
い
て
は
商
法
第
二
百
二
十
燦
ノ

五
〇
如
き
窺
定
溺
窪
ψ
か
ら
ち
執
逡
吏
が
本
件
株
券
を
會
杜
に
提
供
す
る
こ
と
は
畢
童
本
件
假
差
押
の
目
的
物
を
清
滅
せ
し
む
る
所
以

で
債
襯
者
0
損
失
と
こ
そ
な
れ
之
を
利
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
執
蓮
吏
は
債
務
者
の
申
幽
に
慮
ウ
る
義
務
は
な
い
と
し
之
。
顯
ち
渠

馨
φ
考
は
（
一
）
差
押
物
の
傑
存
灘
分
が
債
横
者
に
何
等
利
餐
を
齎
ら
さ
な
い
時
に
は
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
十
一
條
は
遍
罵
が
な
塾

（
二
）
面
し
て
本
件
の
如
き
場
合
株
雰
を
會
蔵
に
提
供
し
縫
務
者
の
失
櫨
を
防
止
す
る
こ
と
は
債
穣
者
に
何
等
の
利
釜
を
も
興
へ
な
》

　
　
　
　
　
ち

（
翌
）
董
し
株
舞
を
愈
羅
羅
繰
盤
ず
る
志
き
は
假
差
押
の
屓
的
物
が
溝
滅
す
囑
か
ら
で
あ
る
、
と
云
ふ
に
欝
着
す
る
。

　
然
し
こ
⑳
原
審
⑳
塘
嘱
轍
鴛
婁
の
誤
勢
を
海
か
し
て
屠
る
亀
の
と
講
纏
ね
ば
識
ら
な
“
嚇
鄭
ち
第
一
匿
繰
轡
露
分
添
蟹
織
奢
の
莉
釜

に
な
ら
ぬ
場
倉
範
膿
驚
藩
誘
雛
溝
第
五
百
七
十
｝
條
淋
適
用
さ
れ
な
》
と
ず
る
鞍
に
於
て
、
第
二
範
本
件
の
舞
壕
場
合
騰
麟
｛
、
舞
舞

を
禽
融
に
提
供
し
債
簸
奢
ゆ
央
構
を
防
止
す
る
こ
と
が
差
揮
蟹
織
者
に
梅
等
の
利
釜
を
も
翼
へ
な
い
と
考
へ
る
鐵
に
於
て
誤
つ
て
ゐ

る
◎

　
先
づ
第
欄
の
貼
に
付
考
ヘ
セ
見
る
o

　
原
審
が
、
叢
押
物
保
存
の
爲
の
虚
分
を
錫
し
て
竜
債
構
者
に
何
等
の
利
釜
を
も
齎
ら
さ
ぬ
様
な
場
合
に
は
民
事
第
充
百
七
十
幽
條
の

璃
用
が
な
い
と
解
す
る
論
擦
は
二
つ
あ
る
o
斯
る
場
合
の
保
存
虜
分
は
委
任
の
範
園
を
越
え
る
か
ら
執
逡
吏
に
於
て
ζ
れ
を
爲
し
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

い
煙
質
の
も
の
で
あ
る
と
愛
ふ
の
が
そ
の
一
つ
、
第
五
首
七
十
一
條
が
保
存
塵
分
の
費
用
は
債
権
者
を
し
て
豫
納
せ
し
む
と
規
定
し
た

鮎
が
そ
の
二
で
あ
る
●
最
初
の
諭
擦
か
ら
穣
討
す
る
o
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元
來
執
蓮
寅
と
債
擁
者
と
の
關
係
は
委
任
、
雇
傭
叉
は
請
負
の
如
き
關
係
で
は
な
い
o
執
逡
吏
は
官
吏
と
し
て
債
権
者
に
封
し
、
民

事
訴
訟
絵
第
五
百
三
＋
一
條
第
五
百
三
＋
二
條
其
飽
に
所
謂
委
任
は
官
吏
と
し
て
の
執
達
吏
の
願
務
行
爲
を
求
む
る
申
立
に
議
ぎ
な

い
．
故
に
こ
の
麟
よ
り
云
へ
ぱ
魯
原
審
の
所
謂
委
任
の
範
園
去
云
ぱ
全
く
問
題
に
な
ら
な
》
o
　
（
尤
も
こ
の
委
任
を
申
立
の
意
味
膝
と

り
、
串
立
の
範
園
云
蓉
σ
意
味
に
解
す
る
な
ら
ぼ
ヤ
問
題
は
鍵
に
な
る
。
然
し
こ
う
云
ふ
意
味
に
と
つ
た
と
し
て
も
．
申
立
あ
る
場
合

若
く
は
申
立
の
範
園
に
限
り
第
五
百
七
十
一
條
の
塵
分
を
爲
す
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
根
擦
は
何
塵
に
も
之
を
求
む
る
事
が
出
來
な
“
〇

五
質
七
十
一
鎌
は
閲
よ
り
こ
れ
を
規
定
し
て
居
ら
な
い
。
其
飽
か
瓦
る
解
縄
を
鴬
す
ぺ
き
合
理
的
な
蕩
礎
は
な
い
。
從
つ
で
債
擦
者
に

利
釜
と
な
ら
ざ
る
保
存
鍵
分
縁
串
立
の
範
園
外
な
る
が
故
鵜
こ
れ
を
爲
す
義
務
な
し
と
云
ふ
主
蚕
は
根
擦
な
嚢
主
張
と
な
ら
ぎ
る
勘
得

な
い
）
然
し
綴
む
κ
執
逡
吏
遷
債
権
者
と
の
儲
係
を
委
任
關
係
と
見
る
と
し
て
も
，
原
審
の
考
へ
は
爾
葺
炎
営
で
あ
る
膨
鄭
ち
假
⑳
に

執
逡
翌
更
と
優
簾
嚢
毒
㊨
縣
藤
雌
委
任
關
係
で
あ
勢
、
執
逡
吏
が
撮
翻
執
行
の
醤
な
す
種
々
の
行
駕
鄭
婁
任
事
務
で
あ
る
と
し
で
も
亀
銚

爆
寅
が
そ
顧
婁
難
事
務
潅
る
職
行
行
爲
を
鍛
ず
場
合
に
は
、
磯
纏
響
把
劃
す
る
關
係
に
於
て
も
債
務
者
其
飽
の
關
藻
入
に
封
す
る
鞭
係

に
於
て
も
、
訴
訟
灘
、
職
務
規
定
其
他
の
法
令
に
穫
ぱ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
賦
何
人
も
之
を
畢
難
鐸
轟
解
で
あ
摯
，
婆
馨
の
範
璽
齢
な
る

乙
と
を
理
由
と
し
て
滋
露
炉
命
じ
た
行
爲
セ
爲
さ
な
い
灘
に
は
行
か
な
い
o
執
行
行
欝
を
爲
す
に
際
し
法
律
が
爲
す
べ
く
要
求
し
て
ゐ

る
行
爲
特
に
債
務
者
又
は
第
三
者
保
護
の
爲
に
之
を
爲
す
べ
く
要
求
し
て
ゐ
る
狂
露
は
・
假
令
債
構
者
の
明
示
又
ぱ
欲
示
の
委
任
が
な

く
と
も
之
を
爲
す
べ
き
は
當
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
の
特
別
塵
分
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
民
訴
第
五
百
七
十
一
僚
が
斯
る
場
合
斯
る
虚

分
を
執
逡
糞
に
命
じ
て
ゐ
る
限
り
、
執
蓮
吏
は
「
委
任
の
範
園
内
た
る
と
範
個
外
た
乃
と
を
澗
は
ウ
、
之
を
錫
す
べ
き
義
務
あ
る
ζ

と
は
賞
然
で
あ
る
。
問
題
は
第
五
翫
七
＋
輔
條
が
斯
る
場
合
に
斯
る
虎
分
を
命
じ
て
ゐ
る
か
否
伽
の
黙
に
立
鰯
る
ζ
と
と
な
る
。
債
搬
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
へ

の
利
釜
と
な
ち
ざ
る
保
存
塵
分
は
委
任
の
範
園
外
な
る
が
故
に
、
同
僚
は
か
ム
る
露
分
を
錫
す
こ
と
を
命
ナ
る
も
の
に
非
ず
と
解
す
る

　
　
　
　
　
縁
繰
一
の
差
綿
”
電
民
亭
齢
”
訟
法
第
置
百
七
十
一
榛
所
定
の
鱒
別
嵩
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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綾
屈
伽
の
差
縮
輯
電
民
寛
甲
鮪
剛
訟
法
彼
研
五
百
七
†
一
條
所
』
定
の
鰹
昌
燗
幽
爾
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
麓
O

が
如
き
は
、
、
解
謬
の
手
段
に
供
し
得
ざ
る
理
宙
を
解
鐸
の
手
段
に
供
し
た
る
も
の
と
評
す
る
の
外
は
な
い
◎

　
次
に
費
用
豫
納
の
黙
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
。
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
＋
一
條
が
債
穫
者
を
も
て
特
別
露
分
の
費
用
を
豫
納
せ
し
む

ぺ
き
旨
窺
定
し
た
の
は
、
斯
る
虜
分
は
債
権
者
の
申
立
に
因
り
開
始
せ
ら
る
』
に
至
つ
定
強
制
執
行
に
於
て
必
要
と
な
つ
た
鴎
分
た
る

が
猛
で
あ
ち
と
見
る
ぺ
く
，
こ
の
露
を
捕
へ
て
そ
の
個
々
の
虜
分
が
債
構
者
の
利
釜
の
窃
に
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
論
す
る
の
は
失
當

で
あ
る
o
況
ん
や
費
用
の
豫
納
者
は
そ
の
結
局
に
於
け
る
負
櫓
者
と
異
な
る
に
於
て
語
や
で
あ
る
o

　
斯
く
僚
審
の
論
擦
は
一
も
そ
の
理
由
が
な
い
も
の
と
云
は
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
抑
々
彊
制
執
行
が
債
務
者
に
不
利
釜
を
興
ふ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
債
務
者
が
斯
る
不
利
釜
を
忍
ぶ
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
亦
多
書

を
饗
し
な
い
。
然
し
斯
る
不
利
釜
は
棲
利
實
現
の
欝
に
必
要
な
る
最
少
限
度
に
止
み
な
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
從
つ
て
叉
執
遽
吏
及
債
権

奢
は
、
差
押
に
因
め
債
務
者
が
不
當
に
損
害
を
蒙
ら
ざ
る
檬
注
意
を
鶏
す
べ
ぎ
義
務
あ
る
こ
ゑ
絃
馨
理
の
鴬
然
響
あ
る
と
嚢
轄
ね
ば
勲

ら
な
い
◎
之
を
叢
押
鞠
の
保
存
は
つ
》
て
云
へ
ぱ
、
叢
揮
あ
砂
掩
る
欝
蟹
聾
者
に
於
て
婁
揮
魎
の
保
存
に
鼻
要
な
る
行
爲
を
欝
し
錫
ざ

る
が
如
き
場
合
に
は
、
執
遽
吏
に
於
て
、
そ
れ
が
可
能
叡
る
限
り
、
債
務
者
の
爲
差
押
物
保
存
の
露
の
特
別
虜
分
を
欝
す
べ
琶
義
務
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
故
挺
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
＋
一
條
を
解
し
て
翠
に
籏
穫
者
の
利
釜
の
露
の
保
存
露
分
を
命
紅
海
愚
も
の
と

解
す
る
が
如
き
は
、
そ
の
理
由
に
し
て
前
蓮
の
如
く
正
當
な
る
根
擦
な
き
限
り
、
誤
つ
た
考
へ
と
評
す
る
の
外
は
な
恥
o

　
然
し
假
0
に
原
審
の
右
の
如
き
考
へ
が
正
営
で
あ
る
こ
と
し
て
も
、
原
審
が
本
件
に
於
て
株
券
を
會
肚
に
提
供
す
る
と
き
は
叢
押
の

目
的
物
が
溜
滅
し
從
つ
て
債
擁
者
の
損
失
と
こ
そ
な
れ
そ
の
利
盆
と
な
ら
ざ
る
も
の
と
霧
し
た
駄
が
亦
失
當
で
あ
る
。

　
　
一
般
に
、
民
事
訴
訟
法
第
五
百
八
十
一
條
に
依
O
、
有
慣
誇
券
を
有
艘
動
産
と
し
て
差
押
へ
る
場
合
に
於
て
、
其
差
押
の
直
接
の
目
的

物
は
該
有
便
鐙
券
で
あ
つ
て
権
利
で
は
な
い
。
然
し
有
慣
誰
券
に
あ
つ
て
は
、
謹
雰
が
穰
利
を
表
彰
し
て
居
り
、
詮
券
と
櫨
利
と
が
結
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合
し
て
ゐ
る
o
記
名
株
雰
の
場
合
に
於
て
も
，
株
雰
と
ζ
れ
に
よ
つ
て
表
彰
せ
ら
る
』
株
主
樒
郎
ち
株
式
と
の
結
合
性
は
之
を
否
定
す

る
こ
と
が
揖
來
な
い
。
斯
く
有
便
謁
券
と
こ
れ
に
よ
つ
て
表
彰
せ
ら
る
玉
搬
利
と
が
結
合
し
て
督
る
結
果
、
有
儂
鐙
雰
を
蕪
押
へ
た
場

合
に
於
て
も
、
そ
の
叢
押
の
数
力
に
零
斯
る
結
禽
牲
を
無
醜
ず
る
謁
紅
は
行
か
な
》
。
即
ち
斯
る
場
合
に
は
そ
の
差
押
の
妓
力
は
該

燈
券
に
表
彰
せ
ら
れ
た
擁
利
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ご
れ
を
株
券
に
つ
悟
て
義
へ
ぱ
、
、
株
券
差
押
の
場
合
に
於

て
奪
そ
の
霧
押
の
直
接
の
自
的
物
は
株
券
で
あ
る
が
．
そ
の
数
力
は
ζ
れ
に
ょ
つ
て
表
彰
せ
ら
る
』
株
式
に
も
及
び
．
債
務
着
た
る
株
主

は
最
早
そ
の
株
式
を
虜
分
－
得
ざ
る
に
至
る
べ
く
株
式
は
揮
慣
の
間
接
の
封
象
と
な
り
株
券
が
競
落
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
競
落
人
は
當

然
に
株
式
を
取
得
す
●
る
も
の
と
云
は
ね
ぱ
な
ら
な
い
翰
（
民
訴
第
五
二
八
條
参
照
）

　
扱
本
件
に
於
て
差
押
に
係
る
株
券
を
會
註
に
提
換
す
番
こ
き
が
譲
し
て
漂
審
の
云
ふ
が
如
く
差
押
の
圓
的
物
を
漕
滅
せ
し
む
る
に
至

る
で
あ
ら
う
か
。

　
蕎
撫
舞
を
會
戯
に
提
供
す
る
場
合
、
執
羅
寅
続
於
て
之
癒
叢
押
鋤
轟
し
鷹
會
融
に
提
鍵
し
之
を
し
て
震
株
雰
を
藷
押
物
と
し
て
保
管

せ
し
む
る
場
合
に
於
て
も
、
一
薗
に
於
て
商
蟄
簗
蓄
二
＋
條
乙
驚
鱒
講
株
舞
の
提
供
海
る
敷
力
を
生
ウ
る
こ
と
は
疑
あ
為
鳶
“
．

蓋
し
株
式
の
併
合
に
依
る
資
本
減
少
の
場
合
株
舞
を
會
融
緯
提
鱗
蘭
し
む
る
翫
以
は
、
蓉
株
舞
を
回
歌
し
て
薪
襟
舞
と
畷
換
へ
傍
々
新

株
雰
に
記
載
す
ぺ
き
事
項
を
知
る
に
便
な
ら
し
め
ん
と
す
る
に
愚
ぎ
す
恥
從
つ
て
株
券
を
差
押
物
と
し
て
會
杜
に
交
付
し
新
株
券
嚢
行

邊
濠
算
し
む
る
場
禽
健
之
躊
塗
の
難
警
客
讐
し
て
の
勢
を
馨
嚢
毒
不
罷
叢
蕉
奮
で
あ

る
o

　
斯
く
蕊
株
券
が
そ
の
之
を
提
供
す
べ
き
期
間
内
に
會
融
に
提
供
せ
ら
れ
れ
ぱ
、
・
併
合
手
続
の
完
了
に
よ
り
株
主
は
蒼
株
式
緯
代
へ
て

薪
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
こ
の
瞬
時
に
於
で
蓄
株
式
陵
鴻
滅
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
薔
株
式
清
滅
の
結
果
薦
株
雰

　
　
　
　
　
盤
W
雰
の
差
押
建
民
亭
藍
刷
訟
法
第
”
流
百
七
十
7
傑
所
定
の
特
圃
〔
虚
脚
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



052）

　
　
　
　
　
操
艦
”
の
激
挿
．
建
民
亭
蹄
錘
法
第
鉱
百
七
十
㌘
傑
所
定
の
特
瑚
庸
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

は
最
早
何
等
の
株
式
を
も
我
彰
せ
ざ
る
謹
券
と
な
る
。
然
し
乍
ら
前
遡
の
如
く
奮
株
舞
差
押
の
敷
力
は
之
に
依
っ
て
表
彰
せ
ら
る
る
賀

株
式
に
及
び
、
こ
の
奮
株
式
梶
及
ん
で
ゐ
た
差
押
の
敷
力
が
蕎
株
式
漕
滅
と
同
時
に
新
株
式
に
移
行
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
．
こ

の
砧
に
ウ
き
原
審
が
差
押
物
に
關
し
て
は
商
法
第
二
百
二
＋
條
ノ
五
の
如
き
規
定
の
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
株
券
を
會
融
に
提
供
す

る
こ
と
は
毎
寛
本
件
候
第
押
の
昌
的
物
を
泊
滅
せ
し
む
る
所
以
で
あ
る
と
な
す
に
封
し
、
大
審
院
は
、
差
押
の
数
力
は
薇
株
式
に
代
る

砦
株
式
に
及
ぶ
も
の
と
鐸
し
て
ゐ
る
が
、
後
の
見
解
が
正
し
い
o
勿
論
難
押
の
敷
力
と
質
権
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
差
押
の
数

力
に
關
し
商
法
第
二
百
二
十
條
ノ
五
を
適
罵
す
る
諜
に
は
行
か
な
い
が
、
叢
押
の
数
力
に
關
す
る
物
上
代
位
の
原
則
に
よ
り
差
押
の
敷

力
が
婁
押
の
目
的
物
に
代
り
た
る
も
の
の
上
に
存
綾
す
る
の
で
あ
る
。
（
掻
岡
氏
強
制
執
行
法
要
論
中
瑠
八
八
六
、
八
九
毛
頁
参
照
）

　
薪
く
蒼
株
式
に
つ
“
て
生
じ
た
差
押
の
数
力
が
、
之
に
代
り
た
る
新
株
式
に
及
び
（
新
株
式
を
以
て
養
株
式
に
代
り
た
る
も
の
と
云

ぴ
得
ぺ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
商
法
第
二
百
二
十
條
ノ
五
が
一
の
根
櫨
を
奥
ふ
る
も
の
と
云
つ
て
よ
い
）
從
つ
て
観
令
蕎
株
券
が
鴻
波
し

而
も
藝
株
雰
が
焚
行
せ
ち
れ
な
い
線
な
中
間
的
な
駅
態
が
嚢
生
し
た
場
合
に
於
て
も
債
務
者
は
新
株
式
を
虜
分
す
為
こ
と
が
出
來
な
い

0
で
あ
る
が
、
一
面
に
於
て
薦
株
舞
に
封
す
る
差
押
ρ
数
方
は
奮
株
式
浦
滅
後
に
於
て
も
禽
存
績
し
且
新
株
雰
が
嚢
行
せ
ら
れ
惣
る
と

き
は
、
こ
れ
叉
欝
株
券
に
代
り
た
る
も
の
と
云
ふ
ぺ
く
、
差
押
の
直
接
の
目
的
物
と
し
て
の
奮
株
券
に
封
す
る
差
押
の
数
力
は
、
前
同

様
物
上
代
位
の
原
則
に
依
り
、
新
株
雰
に
及
び
、
債
務
者
は
之
を
虜
分
し
編
ざ
る
と
周
時
に
會
紅
は
右
株
券
を
篠
株
券
同
糠
に
保
管
七
、

請
求
あ
る
と
き
は
執
逡
吏
に
之
を
引
渡
す
ぺ
き
義
務
を
負
ふ
に
至
る
も
の
と
云
ふ
ぺ
き
で
あ
る
o
斯
く
し
て
新
株
雰
嚢
行
の
後
に
於
て

は
新
株
券
が
婁
押
の
直
接
の
目
的
物
と
な
る
ζ
と
奮
株
雰
に
於
け
る
と
同
様
に
し
て
且
差
押
の
間
接
の
数
果
が
既
に
新
株
式
に
付
て
存

檀
し
て
居
る
こ
と
は
朗
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
こ
』
に
始
め
て
差
押
の
敷
力
に
關
す
る
株
券
と
株
式
と
の
結
合
性
が
再
び
常
態
に
復

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
o



　
嬰
す
る
に
株
券
を
會
就
に
提
供
し
て
も
差
押
の
目
的
物
は
決
し
て
治
滅
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
敵
に
父
株
券
を

會
殿
に
捷
供
し
．
債
務
着
の
株
主
た
る
擁
を
保
存
す
る
こ
と
が
、
差
押
の
目
的
物
を
清
滅
せ
し
む
る
こ
と
と
な
り
、
債
纏
者
の
損
失
と

こ
そ
な
れ
之
が
利
釜
と
な
る
こ
と
が
な
い
と
し
た
原
審
の
見
解
は
薇
営
で
は
な
い
。

　
而
し
て
右
の
理
は
民
事
訴
訟
法
第
五
百
七
＋
一
條
の
直
接
萢
用
せ
ら
る
る
曝
制
執
行
の
場
合
た
る
と
そ
の
規
定
が
準
用
せ
ら
る
る
蝦

難
押
の
場
合
た
る
と
に
よ
め
差
異
を
生
じ
な
い
o

　
以
上
の
理
由
か
ら
郵
は
結
局
に
於
て
大
審
院
の
本
件
制
示
に
賛
成
す
る
も
の
噂
あ
る
。
然
し
、
本
判
決
が
原
審
判
決
の
㍉
民
事
訴
訟
、

法
第
五
百
七
十
一
條
嶋
“
依
リ
テ
猛
ス
ヘ
キ
差
押
物
保
存
ノ
結
果
力
債
櫨
者
興
他
債
務
着
以
外
ノ
關
係
人
ノ
利
釜
轟
欝
ス
ル
呂
止
マ
つ
債

務
者
ハ
之
呂
因
リ
テ
毫
モ
利
釜
ヲ
受
ケ
サ
ル
カ
如
キ
場
合
昌
於
テ
ハ
執
蓮
吏
ハ
該
規
定
晶
依
ル
特
別
島
分
ヲ
爲
ス
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
解

ス
ル
ヲ
相
當
ト
3
し
と
の
見
解
に
封
し
明
瞭
な
態
度
を
示
し
て
異
れ
取
か
つ
た
こ
と
が
自
分
に
腰
物
昆
ら
な
》
燦
鯵
繊
篶
て
な
ゐ
な
馳
轟

（鵬）

激
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黛
の
差
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定
民
礁
懸
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法
蕊
『
五
一
日
七
十
ご
傑
所
定
の
特
別
歳
【
分
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